
令和４年６月６日 

原子力安全対策課 

(０４－０７ )  

＜15時記者発表＞ 

高浜発電所４号機の第 24回定期検査開始について 

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。 

記 

 高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力 87万 kW）は、令和４年６月

８日から第 24回定期検査を実施する。 

定期事業者検査※を実施する主な設備は、次のとおりである。 

※ 原子炉等規制法の改正（令和２年４月１日施行）により、新検査制度が導入され、これまで定期検査の

中で行われていた検査のうち、原子力規制庁による施設定期検査は廃止された。また、定期事業者検査

については事業者の責任が明確化され、原子力規制庁は、「原子力規制検査」として事業者の全ての保

安活動を監視することとなった。

（１）原子炉本体

（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

（３）原子炉冷却系統施設

（４）計測制御系統施設

（５）放射性廃棄物の廃棄施設

（６）放射線管理施設

（７）原子炉格納施設

（８）その他発電用原子炉の附属施設



１ 主要工事等 

原子炉容器供用期間中検査                    （図参照） 

原子炉容器の供用期間中検査として、原子炉容器溶接部等の超音波探傷検査

を行い、健全性を確認する。 
 

 

２ 設備の保全対策 

２次系配管の点検 

関西電力㈱の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管

1,215箇所（主要点検部位：801箇所、その他部位：414箇所）について超音波

検査（肉厚測定）を実施する。 

 

※：「２次系配管肉厚の管理指針」の点検対象部位 2,616 箇所 

  （主要点検部位：1,572 箇所、その他部位：1,044 箇所） 

 

３ 燃料取替計画 

燃料集合体全数 157 体のうち、69 体（うち、16 体は MOX 新燃料、44 体はウ

ラン新燃料）を取り替える予定である。 

 

４ 今後の予定 

 原子炉起動・臨界      ：令和４年 10月下旬 

 発電再開（調整運転開始）  ：令和４年 10月下旬 

 定期検査終了（営業運転再開）：令和４年 11月中旬 

問い合わせ先 

原子力安全対策課（齋藤） 

内線 2354・直通 0776(20)0314 



令和４年６月 令和４年７月 令和４年８月 令和４年９月 令和４年１０月 令和４年１１月

主

要

工

程

高浜発電所４号機 第２４回定期検査の作業工程
令和４年６月８日から以下の作業工程で実施する。

１次冷却材系統
降温

原子炉容器
開放

燃料取出

１次系ポンプ弁点検

燃料装荷

原子炉容器
組立

起動
試験

起動前弁点検

起動試験

出力上昇試験

並列
(１０月下旬予定)

総合負荷性能検査
(１１月中旬予定)

：主要作業予定

：その他作業予定

解列
６月８日(予定)

１次冷却材系統
漏えい検査

A、B、C－蒸気発生器伝熱管
渦流深傷検査

原子炉容器供用期間中検査

１次系ポンプ弁点検



超音波探傷検査の箇所

：検査箇所
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図 原子炉容器供用期間中検査

検査概要

原子炉容器の供用期間中検査として、原子炉容器溶接部等の超音波探傷検査を行い、健全性
を確認する。

②

②

①入口管台と胴との溶接部（Ａ～Ｃﾙｰﾌﾟ）
出口管台と胴との溶接部（Ａ～Ｃﾙｰﾌﾟ）
全６箇所の溶接部を検査

②入口管台とセーフエンドとの溶接部（Ａ～Ｃﾙｰﾌﾟ）
出口管台とセーフエンドとの溶接部（Ａ～Ｃﾙｰﾌﾟ）
全６箇所の溶接部全周を検査

③入口管台内面丸み部（Ａ～Ｃﾙｰﾌﾟ）
出口管台内面丸み部（Ａ～Ｃﾙｰﾌﾟ）
全６箇所の丸み部を検査

④胴の溶接部
全４箇所の溶接部を検査

⑤下部胴の長手溶接部
全３箇所の溶接部を検査

⑥スタッドボルト
５８本中１５本を検査
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＜検査装置の概要＞
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